鳴門市公告
委託業務入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告

地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）（以下「施行令」という。）第167 条の6 及び鳴門市契約に関する規則（昭和41年規則第23 号）（以下「契約に関する規則」という。）第6 条の規定により、委託業務の入札後審査方式制限付一般競争入札に必要な事項を次のとおり公告する。
この公告は、入札に参加するための基本的な要件を記載したもので、各業務に係る入札参加資格要件及びこの公告によらない特別の事由については、各業務に係る個別公告に記載する。
この公告は、令和2年6月1日以後に公告を行う入札後審査方式制限付一般競争入札から適用する。
令和2年6月1日
鳴門市長　　泉　　理　彦
１  入札に付する事項
（1）公告場所
鳴門市掲示板並びに鳴門市公式ウェブサイトとする。
（2）設計図書等閲覧場所
鳴門市公式ウェブサイト又は個別公告に指定する場所。
（3）入札保証金
免除する。ただし、個別公告に指定する場合を除く。
 (4) 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札金額とすること。
２  入札参加資格の要件
入札公告日から開札日までの間に、次の要件及び個別公告に記載する要件を全て満たしている者を入札参加資格者とする。入札参加資格者は、入札執行日までの間も同様に要件を満たしている必要がある。

(1)  鳴門市建設工事等一般競争入札参加資格業者名簿に登載されている者であること。
(2)  施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
(3)  鳴門市建設工事入札参加資格停止措置要綱(以下「入札参加資格停止措置要綱」という。)に基づく入札参加資格停止の措置の対象となっていない者であること。
(4)  鳴門市暴力団等排除措置要綱（以下「暴力団等排除措置要綱」という。）に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け、契約排除措置中の者でないこと。
(5)  会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成１６年法律第７５号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。

ただし、会社更生法に基づく更生手続又は民事再生法に基づく再生手続の開始申立てによる手続開始決定日以降に市の入札参加資格に係る再審査を受けており、更生計画の認可が決定した者又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされていない者とみなす。

(6)  手形又は小切手の不渡り等により銀行取引が停止されていない者であること。

(7)  その他必要と認める事項
３　入札参加資格確認資料等に関する事項
  (1)  入札参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）
　　 確認資料については，次に掲げる書類のうち，入札公告に記載された書類を提出すること。なお，落札候補者として決定された者を除き，原則として，提出された次の様式のみをもって審査を行うので，様式の取り違え，記載漏れ等がないよう注意すること。
また，落札候補者となった者は，各様式に記載した内容を証明する資料等を速やかに追加提出しなければならない。その際の提出方法，提出先及び期限については別途、市から連絡する。
　　 ①　入札参加資格確認票（様式２）
提出後，落札決定までの間において，様式２に記載した事項のいずれかに変更が生じた場合には，遅滞なくその旨を届け出ること。
　　 ②　同種業務の実績（様式３）
落札候補者となった者は，契約書等の業務実績を証明する書類の写し等を速やかに追加提出しなければならない。
　　 ③　配置予定技術者の資格（様式４）
　　　 配置予定技術者の資格等について記入して提出すること。また，落札候補者となった者は，配置予定技術者の資格証明書等の写し及び雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）等を追加提出しなければならない。
　　 ④　配置予定技術者の同種業務経験（様式５）
落札候補者となった者は，配置予定技術者の同種業務経験を証明する書類の写し等を速やかに追加提出しなければならない。
　　 ⑤ 資本関係又は人的関係申告書（様式７）
資本関係及び人的関係とは、以下の基準のいずれかに該当する関係とする。

１．資本関係

1）子会社等（会社法（平成17年度法律第86号）第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。）と親会社等（親会社は同条第4号の2に規定する親会社等という。以下同じ。）の関係にある場合

2）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

２．人的関係

1）一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

なお、役員とは会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第2条第3項第3号のうち、次に掲げる者をいう。

ア）　株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

a）会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社のおける監査等委員である取締役

b）会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

c）会社法第2条第15号に規定する社外取締役

d）会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役

イ）　会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役

ウ）　会社法第575条第1項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同会社をいう。）の社員（同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。）

エ）　組合の理事

オ）　その他業務を執行する者であって、ア）からエ）までに掲げる者に準ずる者

2）一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人（以下、「管財人」という。）を現に兼ねている場合

3）一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

資本関係又は人的関係の上記基準に該当する事実が判明した場合は、基準該当者が行った入札は、本市競争契約入札心得第６第１項第９号に基づき、全て無効とする。ただし、基準該当者の一社を除く全てが、入札を辞退された場合は、辞退しない一者が行った入札は有効とする。

また、提出された申告の内容に疑義等が生じた場合は、事実確認のため関係書類の提出を求める場合がある。

入札参加希望者の関係が基準に該当する場合に、同一入札への参加を回避することを目的に、当事者間で連絡を取ることは、本市競争契約入札心得第４第２項にあたらないものとする。ただし、上記の場合を除いて、入札参加者間で当該入札に関して相談を行うことは、従来通り競争契約入札心得に該当するものとする。

(2)　その他
     ①  資料の作成に係る費用及び提出に係る費用は，入札参加者の負担とする。
　　 ②　契約担当者は，提出された申請書及び確認資料を，参加資格の確認以外に入札参加者に無断で使用しない。
　　 ③  提出された申請書及び確認資料は返却しない。
     ④　提出後は，原則として申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。
４　落札者の決定等に関する事項
  (1)  落札候補者の決定方法等
　   ①　開札時には，落札者の決定を保留し，開札を終了する。
　   ②　開札終了後，予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った全入札参加者について，提出された確認資料の審査を行うものとする。
③　②の審査は，原則として，開札日の翌日から起算して２日以内（市の休日（鳴
門市の休日を定める条例（平成元年鳴門市条例第39号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下同じ。）を除く。）に行うこととし，この時点で参加資格要件を満たし，かつ，最低の価格をもって入札した者を落札候補者として決定する。
         なお，入札参加者が２に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には、入札を無効とする。
　　     また，落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２者以上ある場合には，電子入札システムに装備されている電子くじにより第１順位の落札候補者を決定するものとする。
　   ④  落札候補者を決定した場合，電子入札システムによる入札参加者に対しては，原則として，同システムにより通知し，紙入札方式による入札参加者に対しては，別途通知する。
　   ⑤　(2)の①の審査の結果，落札候補者が参加資格要件を満たしていないことを確認した場合は，次順位者を落札候補者として決定する。
(2)　落札者の決定方法等
     ①　(1)により，落札候補者として決定された者に対して，電話連絡等により３の(1)において規定する追加書類の提出を求めることとする。なお，入札参加者が２に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合には，入札を無効とする。
     ②　落札候補者から提出された追加書類の審査を行い，審査の結果，参加資格要件を満たしていると確認した場合は，当該落札候補者を落札者として決定する。参加資格要件を満たしていないと確認した場合は，当該落札候補者が行った入札を無効とした上で，次順位者から３の(1)において規定する追加書類の提出を求め，追加書類の審査を行うものとする。
　　  なお，落札者が決定するまで順に同様の手続を行うものとする。
     ③　②の審査及び落札決定は，原則として，落札候補者として決定された日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）に，次順位者の場合，落札候補者として決定された日の翌日から起算して２日以内（市の休日を除く。）に行うものとする。
     ④　落札者を決定した場合は，原則として，すべての入札参加者に対して，電子入札システムにより通知するものとする。ただし，紙入札方式による入札参加者については，入札結果の公表をもって，落札決定の通知とする。
（3）仮契約の締結
予定価格が高い重要な契約（鳴門市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39 年条例第24 号）第2 条の規定に該当する契約）の落札者とは、議会の議決を得た場合に本契約とする仮契約を締結する。仮契約は議会の議決が得られない場合は無効とする。
（4） 落札者決定後契約辞退の取扱い
落札者決定後の契約辞退は認めない。ただし、真に止むを得ない理由である場合は、認めることができる。

(5)  落札者の決定後、契約の締結までの間において、当該落札者が参加資格のいずれかを満たさなくなった場合には、当該契約を締結しない。
５　契約締結手続き  
  (1)　契約に使用する言語
　　   契約手続において使用する言語及び通貨は，日本語及び日本国通貨とする。
  (2)　契約書の作成
　　　 この契約を証するため，書面により契約書を作成する。
　　 落札者は，落札決定の通知を受けた日から起算して，７日以内に，契約保証金を納付し，又はその納付にかわる担保を提供し，契約書の案に記名押印して契約を結ばなければならない。（請負代金額が500万円未満のときは，契約保証金の納付又はその納付にかわる担保の提供を免除する場合がある。）
 (3)  落札者の決定後，請負契約を締結するまでの間において，落札者が２に掲げる事項のいずれかに該当しなくなった場合又は入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止の措置を受けた場合，又は暴力団等排除措置要綱に基づき暴力団関係者であるとの認定を受け，契約排除措置を受けた場合は，当該請負契約を締結しないこととする。
  (4)　落札決定の通知を受けた日から起算して，７日以内に契約を結ばないときは，落札者の落札はその効力を失う。
  (5)　契約保証金納付の期間は，契約担当者が特別の理由があると認める場合においては，これを伸縮することができる。
  (6)　契約保証金
  　　 請負代金額が500 万円以上の場合は、契約に関する規則第28 条の規定により請負代金額の100 分の10 以上の契約保証金の納付を求める。ただし、金融機関または保証事業会社の保証する金額による担保の提供を持って、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事の履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
６　参加資格要件を満たしていないと認められた者に対する理由の説明
　　参加資格要件を満たしていないと認められた者が，電子入札システムによる入札参加者である場合には，原則として，同システムにより入札参加資格不適格通知書を送付する。なお，紙入札方式 による入札参加者である場合には，別途通知する。参加資格要件を満たしていないとされた者は，発注機関の長に対して，その理由についての説明を求めることができる。説明を求める場合は，書面（任意様式）を持参又は郵送により提出しなければならない。
 (1)　提出期限
      入札参加資格不適格通知書を送付した日の翌日から起算して７日以内（市の休日
を除く。）に提出すること。
 (2)　提出時間
      午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）
 (3)　提出場所
      入札公告に明示する「問い合わせ先」の「(1) 入札に関すること」に記載されている場所
 (4)　回答
　　  説明を求めた者に対し，(1)の提出期限日の翌日から起算して10日以内（市の休日を除く。）に，書面により回答する。
７　電子入札に関する事項
 (1)　電子入札の参加
　　　入札に参加しようとする者は，電子証明書（ＩＣカード）を取得し，電子入札システムへの利用者登録を完了した上で，入札公告に明示する入札参加資格審査申請書等の提出期限までに電子入札システムによる入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）の提出を行わなければならない。
 (2)　紙入札の申出等
 　①　電子入札システムによる手続開始後，紙入札方式への移行を希望する場合においても，紙入札方式参加申請書（様式６）を持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出し，その承認を得て，紙入札方式への変更ができるものとする。
　    　　ア　提出期限
　　      　入札公告に明示する電子入札システムによる入札書の提出期限
　    　　イ　提出場所
          　入札公告に明示する「問い合わせ先」
　　　②　確認資料の持参又は郵送による提出

　　　　　紙入札により入札に参加する場合は、入札参加資格申請書に確認資料を添え　　て持参又は郵送（書留郵便に限る。）の方法により提出すること。

　　　　　また、添付する確認資料の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合においても持参又は郵送（書留郵便に限る。）の方法により提出すること。ただし、この場合は、入札参加資格審査申請書等の提出期間内に電子入札システムによる申請書を提出すること。また、電子入札システムによる申請書の提出にあたっては、必ず、持参又は郵送する旨の表示、持参又は郵送する書類の目録等を記載した目録ファイル（作成例参照）を添付をすること。
　　　　　持参又は郵送する資料については、書面（紙媒体）に限るものとし、電子入札システムによる電子ファイルとの分割提出は認めない。
　　　　　なお、持参又は郵送により確認資料の提出を行う場合は、封筒の表に「案件名称」、「入札参加希望者の住所及び商号又は名称」を記載し、「入札参加資格確認資料在中」と朱書きした上で、提出すること。

　　　　　ア　提出期限
　　      　入札公告に明示する入札参加資格審査申請書等の提出期限
　    　　イ　提出場所
          　入札公告に明示する「問い合わせ先」
  (3)　紙入札書の提出等
　   ①　入札書は，鳴門市公式ウェブサイトに掲載している様式により作成し封かんの上，入札参加者の氏名を表記し，指定された場所において開札時刻に入札箱に投入しなければならない。
　   ②　入札参加者は，入札書を一旦入札箱に投入した後は，その引換え，変更又は取り消しをすることができない。

　   ③　紙入札方式による入札参加者は、開札に立ち会わなければならない。
  (4)　システム障害時の取扱い
     ①　徳島県及び鳴門市側のシステム障害時
　       システムに障害が発生し，複数の入札参加者が利用不可となった場合は，入札書提出締切日時及び開札予定日時の変更(延長)を行うものとし，電子入札システムその他適当な手段により，当該入札参加者に対し，その旨連絡するものとする。
　       また，電子入札システムが長期にわたり停止する場合は，全面的に紙入札に切り換えるものとし，電話その他適当な手段により，当該入札参加者に対してその旨連絡するものとする。
　   ②　天災等によるシステム障害時
　　     天災等により，入札又は開札を行うことができないと発注機関が判断した場合は，これを中止するものとし，電話その他適当な手段により，当該入札参加者に対しその旨連絡するものとする。
  (5)　(2)の承認基準その他電子入札に関する運用・基準については，「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。
８ その他
（1） 関係法令の遵守
この公告に定めるもののほかは、契約に関する規則及び関係法令並びに個別公告に定めるところによる。

(2)  申請書又は確認資料に虚偽の記載をした場合は、入札参加資格停止措置要綱に基づき入札参加資格停止の措置の対象となることがある。
(3） 入札心得
入札の執行から契約に係る要件は、別に定める「競争契約入札心得」による。入札に参加する者は熟覧すること。

(4)  電子入札システムによる一般競争入札に関し、この要領に定めのない事項については、鳴門市電子入札システム運用基準に定めるところによるものとする
(5)　契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。
（6） 本公告に定める書類等の提出先・問合先
担当部署：772-8501 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

鳴門市総務部公共施設マネジメント課契約検査室
電話番号：088-684-1161（内線543）
FAX 番号：088-684-1336
（目録ファイル作成例）
持参（郵送）資料目録
令和○○年○○月○○日
鳴門市長　　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　所　○○市○○町1-1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　○○コンサルタント株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　代表取締役　○○　太郎
　次の業務に係る入札参加資格確認資料の容量が１メガバイトを超えるため，次の資料について，持参（郵送）により提出します。
　１　入札公告日　　令和○○年○○月○○日
　２　業　務　名　　 ○○○○業務
　３　持参（郵送）資料
    ・入札参加資格確認票（様式２）　　　　　　　　　　　１枚
　４　発送年月日　　令和○○年○○月○○日
　５　担当者　○○コンサルタント株式会社　△△支店◇◇部　役職名　□□三郎
　　　　　　　TEL 088-000-0000　　FAX 088-000-XXXX
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